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第１章 はじめに 

（安全で安心して暮らせるまちづくりに係る社会経済情勢の変化） 

我が国は、自然的条件から地震、台風、豪雨、土砂災害、津波、火山噴火、

豪雪などによる災害が発生しやすい国土となっている。例えば地震については、

我が国は海洋プレートと大陸プレートの境界に位置しているため、プレートの

沈み込みにより発生するプレート境界型の巨大地震やプレートの運動に起因す

る内陸域の地殻内地震などが発生し、世界全体で発生するマグニチュード６以

上の地震回数の約２割を占めており、その発生割合は、世界の 0.25％の国土面

積に比して非常に高い。また、中長期的な将来において広大な地域が浸水し、

甚大な被害の発生が想定される大規模水害の発生が懸念されていることに加え、

近年「ゲリラ豪雨」などとも呼ばれる局地的な大雨の頻発によって各地で中小

河川の氾濫や低地の浸水による被害が多発している。 

一方、防犯や交通安全等の日常の安全・安心についても、子供の犯罪被害へ

の不安を軽減するための防犯に配慮したまちづくりやバリアフリー化による高

齢者や障害者等の移動の円滑化などの安全・安心な生活環境の確保等が課題と

なっている。 

このような状況のもと、まちづくりの観点からは、人口減尐・超高齢社会の

到来、地球環境の持続性を脅かすおそれのある環境負荷低減の必要性等の観点

から「集約型都市構造」への転換等、今後の都市計画や市街地整備のあり方に

ついても検討が進められているところである。 

また、財政的制約が強まる中で、戦後に整備されてきた道路、河川、下水道

等の公共施設が更新時期を迎えつつあり、効率的・効果的な維持管理・更新が

新たな重要な課題となっている。 

 

（安全・安心まちづくり小委員会の設置と検討の経緯） 

以上の観点を踏まえ、「安全で安心して暮らせるまちづくりの推進方策」につ

いて専門的な検討を行うため、平成 20年９月に都市計画部会に「安全・安心ま

ちづくり小委員会」を設置し検討を行い、平成 21年６月に中間とりまとめとし

て、安全で安心して暮らせるまちづくりの実現に向けた具体の推進方策の検討

にあたっての方向性を示す「安全・安心まちづくりビジョン」をとりまとめた。 

同ビジョンでは、「政策展開の基本的考え方」として以下の二つの柱を提示し

ている。 

 

 

 

 

① 「リスク情報の活用と連携によるまちづくり」として、行政、地域、企業・住民がそ

れぞれハザードや都市の脆弱性を認識し、対応策を持ち、平常時から連携して取組む

べきであり、そのためには、様々なリスク情報を横断的に整理し、都市計画の基礎情

報の一つとして位置づけるなど、まちづくりに活用することが有効であること。また、 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、「政策の方向性」として、①リスク情報の明確化、周知、②リスク情報

を活用した都市の将来像の検討、③将来像を踏まえた都市構造への誘導、④地

域力による安全性の向上をそれぞれ目指すべきとした。 

本報告は、安全・安心まちづくりビジョンで示された上記の政策展開の基本

的考え方及び政策の方向性を踏まえ、「安全で安心して暮らせるまちづくりの推

進方策」についての検討成果をとりまとめたものである。 

なお、日本学術会議によると「安全とは、客観的にみて危険や危害の生じる

おそれのないことであり、安心とは、主観的な心のあり様として不安のないこ

と」、「安全と安心の課題が絶えずより高い次元で解決されていくためには、一

方でその水準を高めながら科学技術が提供する安全と、他方で人々の安心への

要求が重ね合わされ、コミュニケーションを通じてより合理的な選択を可能に

する相互循環のシステムが構築されることが必要」などとされている1。「安全で

安心して暮らせるまちづくり」に当たっても、「安全」性の正しい認識の下、そ

の向上が「安心」の確保につながるよう、行政がリスク情報を的確に提供する

ことにより、地域、企業・住民との連携を図りつつ、それぞれの課題や特性に

応じた取組みを進める必要がある。 

本小委員会は都市計画部会の下に設置されたものであり、本報告は今後の都

市行政における具体的な推進方策の考え方を示すものである。しかしながら、

安全で安心して暮らせるまちづくりは都市行政のみで対応できるものではなく、

関連分野との連携が求められるため、都市行政以外の分野も含めて広範な検討

を実施した。また、安全で安心して暮らすためには、雇用や福祉、防災、事故

対策等の様々な分野の取組みが求められるが、本小委員会における検討は都市

空間の整備と密接に関わる災害等を対象としている。 

                                                   
1 日本学術会議 安全・安心な世界と社会の構築特別委員会報告「安全で安心な世界と社会の構築に向けて 

－安全と安心をつなぐ－」（平成 17年６月 23日） 

リスク情報の整備、具体の対策の実施等に係る行政内部の認識を共有した上で連携を

強化するとともに、行政が災害に関するリスク情報を分かりやすい形で提供し、地域

からの提案を受け止める体制を整えることが重要であること。 

②「多様な手法の組合わせによるまちづくり」として、公共施設の整備とあわせ、建物

の耐震化やハザードを受けやすい地域への防災上重要な施設の立地の回避、雨水浸透

ますの設置、遊水機能を有する農地の保全というような土地の使い方の工夫による安

全性の向上、地域力による危険箇所の把握と犯罪の未然防止等、多様な手法を組合せ

ることが重要であること。また、それぞれの主体が長期的視点による都市の将来像を

共有することが重要であること。 
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●用語の定義 

 本報告では、以下の用語について安全・安心まちづくりビジョンにおける整理を踏

襲し、以下のとおりとしている。 

 

・ハザード   ：自然現象（地震、豪雨、津波、高潮、大雪、噴火等）や社会的要因

（犯罪、事故等）等の被害のきっかけとなる外力 

・脆弱性    ：都市構造（密集市街地の存在、オープンスペースの不足、耐震性の

不足、氾濫原の市街化、排水能力の不足、無秩序な地下利用等）や

社会構造（高齢化、近隣関係の希薄化等）等のハザードに対する脆

さや弱さ 

・被害     ：人的被害（生命、身体、精神）や物的被害（建物(住宅､事務所､工

場､学校、病院等)、交通施設（道路、鉄道、港湾、空港等）、供給

処理施設（電気、ガス、上水道、下水道）、情報通信施設） 

・リスク    ：被害が発生する可能性 

・リスク情報  ：ハザード、脆弱性、被害、リスクに関する情報 
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第２章 安全で安心して暮らせるまちづくりの実現に向けた枠組みの構築 

          ～「防災まちづくり情報マップ（仮称）」の作成・活用～ 

（１）現状と課題 

（災害リスクの高まり等に対応したまちづくりの課題） 

我が国においては、プレート境界型の巨大地震等の発生の懸念に加え、集中

豪雨の頻発傾向や今後想定される気候変動に伴う降雨強度の増加等、都市の災

害リスクの高まりが懸念されている。また、これまで切迫性が指摘されていな

かった地域における地震や未知の断層の活動による地震も発生している。 

特に、人口・資産が集積した都市においてひとたび大規模な災害が発生した

場合、甚大な被害が想定されることから都市の脆弱性を低減させることが求め

られている。一方、国、地方の財政状況も厳しさを増し、今後、公共施設の整

備のみによって、これらに対応することは困難となることが予想される。 

これまで都市が形成されてきた過程で、必ずしも市街地の安全性が十分に確

保されていない場合もあり、同時に、これまで整備されてきた公共施設の適切

な維持管理及び更新が行われなければ、施設の老朽化等に伴う事故の発生や機

能障害による都市活動への甚大な影響を引き起こすおそれがある。 

このため、公共施設の整備、維持管理及び更新を効率的・効果的に行いつつ、

都市の脆弱性を低減させるようなハード・ソフト両面にわたる多様な手法を講

じて、総合的な観点から安全で安心して暮らせるまちづくりの実現に向けた取

組みを進めることがますます重要となってきている。 

安全で安心して暮らせるまちづくりの実現においては、自らの身は自ら守る

という自助の取組みを基本としつつ、それぞれの地域における共助の取組み、

行政による公助の取組みを組み合わせて実施していくことが必要である。 

 

（まちづくりにおける災害リスク情報の活用に係る課題） 

近年の調査研究や技術開発の進展により、ハザードやそれによってもたらさ

れる都市の災害リスクに係る評価等に関する知見が蓄積されるとともに、予測

や情報伝達技術が進歩し、洪水や地震、土砂災害、火山噴火等の各種災害によ

ってもたらされる都市の災害リスク等に係る情報の精度は向上しつつある。 

しかしながら、現在のところ、整備された災害リスク情報は、地方公共団体

において主に住民の防災意識の啓発や避難対策への活用が進められているもの

の、まちづくりにおける対策の検討等に十分に活かされているとはいえない。 

その要因としては、災害種別ごとに整備された災害リスク情報の行政内部の

複数の関連部局間等での共有が十分でないことや、各種災害リスク情報がまち

づくりに活かされやすい情報として十分に整備・提供されていないことが考え

られる。 
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今後、安全で安心して暮らせるまちづくりを実現するためには、国及び地方

公共団体が連携し、都市をどのように形成し、つくり変え、使っていくかとい

う観点から、各種災害リスクに対する都市の脆弱性を低減させる取組みを進め

ていくことが重要である。そのためには、災害種別に応じた災害リスク情報の

整備を引き続き進めるとともに、まちづくりに活用しやすいよう災害リスク情

報を整備し、行政、地域、企業・住民で共有することにより、相互の連携のも

とで安全で安心して暮らせるまちづくりを進めていくことが重要である。 

 

（２）推進すべき施策 

①「防災まちづくり情報マップ（仮称）」の概要と作成の意義 

（「防災まちづくり情報マップ（仮称）」の概要） 

横断的・体系的な観点から都市における課題を把握することを可能とするた

めには、都市に関する情報と関連付けながら災害リスク情報を整備し、「防災

まちづくり情報マップ（仮称）」としてそれらを重ね合わせ、分析した結果を

可視化した上で、関係各主体間で共有することが極めて有効であると考えられ

る。 

この「防災まちづくり情報マップ（仮称）」は、基本的には地方公共団体が

それぞれの地域の実情に応じた体制により、適宜、国や関係団体との連携を図

りながら作成することを想定している。 

ここで、災害リスク情報及び都市に関する情報とは、具体的にはそれぞれ以

下に示す情報を想定している2。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 これら情報の取扱いに際しては、内閣官房設置の地理空間情報活用推進会議が平成 22年９月に策定した「地理

空間情報の活用における個人情報の取扱いに関するガイドライン」を参照することが適切である。 

災害リスク情報：  

・震災に関する情報として、延焼、倒壊、避難等に係る各危険度に関する情報、

地盤の揺れ、活断層、液状化に関する情報 

・水害に関する情報として、洪水、内水、津波、高潮等に係る各危険度に関する

情報 

・その他土砂災害に関する情報、火山噴火に関する情報等 

都市に関する情報： 

・人口等に関する情報として、人口分布、人口密度、人口増減、高齢化率、世帯構成

等 

・建物に関する情報として、建物の分布、建物の構造・用途・階層・建築年次等 

・地形的条件に関する情報として、地形、地質、標高、傾斜度等 

・都市計画に関する情報として、都市計画マスタープラン等における位置づけ、区域 
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「防災まちづくり情報マップ（仮称）」の作成に当たっては、重ね合わせる

情報によって把握可能となる都市の課題は様々であることから、活用する目的

に応じて重ね合わせの対象とする災害リスク情報及び都市に関する情報を適

切に選択することが重要である。 

 

（「防災まちづくり情報マップ（仮称）」の作成の意義） 

これまでの安全で安心して暮らせるまちづくりに関する様々な取組みによ

り都市の安全性は向上してきたが、「防災まちづくり情報マップ（仮称）」の作

成によって、改めて対策が十分でない地域が明らかになったり、新たに対策を

要する災害リスクが明らかになるなど、防災面からみた都市の課題が抽出され

ることが期待される。 

抽出された都市の課題について、関係各主体の連携のもと、自助・共助・公

助の取組みを総合的・体系的に進めていくことが重要であり、特に行政におい

ては自助又は共助による取組みだけでは十分に対応できない課題を主たる対

象とした対策を講じていくことが求められる。この場合には、都市レベルから

地区レベルまでの広範にわたる安全で安心して暮らせるまちづくりを実現す

るための関連施策を的確に推進するための理論的根拠として活用することや、

中長期的な都市の将来像を検討する際の基礎資料とすることが可能になる。 

また、施策の一つとして例えば街区レベルでの規制誘導方策等に係る検討を

行う際には、より詳細な情報に基づく精緻な分析を踏まえた地域住民等に対す

る説明が求められる場合が想定される等、講じる施策の種類に応じて裏付けと

なる情報や分析のレベル等が異なる場合があり得ることから、「防災まちづく

り情報マップ（仮称）」を作成・活用することが有用である。 

さらに、「防災まちづくり情報マップ（仮称）」を行政として活用するだけで

なく、地域社会で広く共有することにより、行政の施策に対する地域の理解や

協力を得ることにつながることが期待される。また、地域、企業・住民の間で

幅広く活用が進むことにより、身近な地域において従来は気付かなかった防災

面からみた課題を認識する契機となるとともに施設整備等ハード面での取組

区分、用途地域、建ぺい率、容積率、都市施設等 

・防災上留意すべき地域に関する情報として、重点密集市街地の分布状況、大規模盛

土造成地の分布状況等 

・避難施設等に関する情報として、避難施設の分布、避難路の状況等 

・災害時要援護者関連施設に関する情報として、その種類及び分布状況等 

・防災上の重要施設に関する情報として、庁舎等の公共施設、都市公園等の広域防災

拠点、救急病院等の分布状況等 
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みと相乗して、防災活動や避難体制の強化等ソフト面での取組みの充実につな

がることが期待される。 

このように、「防災まちづくり情報マップ（仮称）」をもとに、都市の安全性

を高めるための多様な施策が展開されることにより、地域の災害対応力が高ま

り、さらなる施策の展開につながっていくことで、都市の安全性の段階的かつ

継続的な向上が期待される。 

都市における災害リスク情報は、まちづくりを進める上での重要な情報の一

つでもあることから、都市計画基礎調査における調査項目の一つとして位置づ

けられることが望ましい。その際、災害リスク情報と都市に関する情報との重

ね合わせが容易に行えるよう、都市計画基礎調査の調査項目に係るデータのＧ

ＩＳ3化を含め、各種情報についてデータベースとしての機能の充実等を図って

いくことが望ましく、また、これにより、都市計画のＰＤＣＡサイクル4を防災

の観点をも踏まえて円滑に実施することが可能となると考えられる。 

 

②「防災まちづくり情報マップ（仮称）」の具体的活用イメージ 

（都市における課題の抽出と対応策の検討） 

「防災まちづくり情報マップ（仮称）」の作成により、災害リスク情報と都

市に関する情報の重ね合わせによって防災面からみた都市の課題が抽出され、

その解決に向け、有効な対応策の検討を行うことが可能となると考えられる。 

「防災まちづくり情報マップ（仮称）」を活用した災害リスク情報と都市に

関する情報の重ね合わせによる防災面からみた都市の課題の抽出及び対応策

の検討に係る具体的なイメージとしては以下のようなものが考えられる。 

  

                                                   
3 Geographic Information System（地理情報システム）。位置や空間に関する様々な情報を、コンピュータを用

いて重ね合わせ、情報の分析・解析を行ったり、情報を視覚的に表示させるシステム。 
4 計画（Plan）を実行（Do）し、評価（Check）して改善（Act）に結びつけ、その結果を次の計画に活かすプ 

ロセス。 

・洪水に伴う浸水深に係る情報と建物の階層に係る情報を重ね合わせることにより、洪

水時に浸水のおそれのある地区における被害を受ける可能性のある建物が抽出され、

建物耐水化等の対策検討が可能となる。 

・延焼危険度に係る情報と都市計画道路等の整備状況とを重ね合わせることにより、延

焼の危険性が高いにもかかわらず避難路の整備が遅れている地域が抽出され、避難路

整備の優先順位の検討に用いることが可能となる。 

・洪水及び地震に関する災害リスク情報と避難施設の位置に関する情報を重ね合わせる

ことにより、避難施設の適正な立地や数の検証に加え、例えば震災対策として整備さ

れた避難施設の洪水時の浸水に対する安全性についても検証することが可能となる。 
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抽出された防災面からみた都市の課題への対応策を検討する際には、課題を

有する地区が都市内においてどのような位置にあり、どのような属性を有して

いるかにも着目する必要がある。例えば土地の高度利用が進み、商業・業務機

能や行政機能等が集積する中心市街地においては、現在の都市機能の集積度が

高いことから、河川改修、下水道整備等の防災関連施設整備の優先的な推進に

より安全性を高める対策や地下空間の安全性の確保、交通結節点の機能の維持、

不特定多数の来街者のための避難場所の確保等の対策が有効である場合があ

ると考えられる。これに対し、市街地の縁辺部に所在し、人口が減尐傾向にあ

る地域においては、集約型都市構造への転換を図る観点から、浸水危険性の高

い場所における新規開発を抑制する対策や空地等における雨水貯留浸透能力

の確保等の対策が有効である場合があると考えられる。 

このように、防災面からみた都市の課題への対応策を検討する場合、同じ都

市内においても個別地区の位置や属性に応じて対策の種類や留意点が異なる

場合があるため、こうした地区の状況に即した適切な検討を行う必要がある。 

なお、「防災まちづくり情報マップ（仮称）」等を活用して都市における課題

に対応するために推進すべき方策については、第３章から第５章に記述してい

る。 

 

（安全で安心して暮せるまちづくりの観点からの都市の将来像の検討） 

尐子高齢化、人口減尐社会に対応し、拡散型都市構造から集約型都市構造へ

の転換の動き等が見られ、社会的状況の変化を踏まえた都市の将来像を描く時

期を迎えている。 

低炭素型都市に向けたまちづくりなど、都市構造を検討する際の評価軸は複

数あるが、その一つに安全で安心して暮らせるまちづくりという評価軸も加え

て検討することが有用である。例えば集約型都市構造への誘導に向けた都市の

将来像を展望する中で、災害リスク情報を参考にし、防災上の観点からリスク

の高いところを避けて都市機能を集約することや、交通結節点周辺、集積度の

高い市街地等防災面において高い安全性が求められる地区の安全性を向上さ

せることなどをあわせて検討することが考えられる。 

具体的には、「防災まちづくり情報マップ（仮称）」から得られた知見を都市

防災構造化のためのマスタープランである「防災都市づくり計画」に反映させ

ることが考えられるが、現行の「防災都市づくり計画」は震災対策が中心とな

っているため、これを水害対策も含めた都市レベルの施策から地区レベルの施

策までを総合的に包含する横断的な災害リスクに備える計画へと見直すこと

が有用である。このため、国においては、地方公共団体が「防災都市づくり計

画」の改訂を円滑に進めるための指針等を整備する必要がある。 
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また、「防災まちづくり情報マップ（仮称）」から得られた知見については、

他の施策との調整を図った上で、都市計画マスタープラン等に反映させること

が考えられるほか、都市計画や地域防災計画に安全で安心して暮らせるまちづ

くりの実現のための方策として必要な都市施設や市街地開発事業、開発を抑制

するべき地域等を位置づけていくことが考えられる。 

なお、都市は多様な活動、機能の集合体であることから、都市の将来像を検

討する際には、都市の規模、歴史的背景、コミュニティの状況等の特性に照ら

しつつ、豊かな暮らしの実現、活力ある地域づくり、国際競争力の強化等、総

合的な視点が重要であることを認識する必要がある。 

 

③「防災まちづくり情報マップ（仮称）」の作成・活用に係る課題 

（まちづくりに利用しやすい災害リスク情報の整備・提供） 

「防災まちづくり情報マップ（仮称）」の作成に当たっては、各種リスク情

報がまちづくりに活かしやすい情報として整備・提供されることが重要である。 

そのためには、災害リスク情報として既に整備されている各種ハザードマッ

プから得られる情報だけではまちづくりにおける活用場面に応じて不足する

場合もあり得ることから、まちづくりの観点から更に利用しやすいような形式

や内容で災害リスク情報が提供されるよう、関係部局等の間で意思疎通を図っ

ていくことが必要である。 

 

（「防災まちづくり情報マップ（仮称）」の普及等） 

多くの地方公共団体で「防災まちづくり情報マップ（仮称）」の作成や活用

に向けた取組みがなされるよう、国において今後、その作成方法に加え都市の

課題への対応、都市の将来像の検討等の具体的活用方法を示した指針の策定や

事例集等の整備が求められる。また、国において、地方公共団体における先導

的な「防災まちづくり情報マップ（仮称）」の作成・活用事例等を紹介するポ

ータルサイトなどの開設により情報提供面での支援を行うことが考えられる。 

「防災まちづくり情報マップ（仮称）」には、地方公共団体のニーズに応じ

て様々な作成場面が考えられるが、地方公共団体によってはその作成に当たっ

て収集・整理可能な情報の範囲や作成に要する時間、コスト面における制約や

技術的課題等があることについても留意すべきである。その円滑な作成・活用

を進めていくための現実的な方法として、まず既存のハザードマップにより提

供される情報と都市に関する情報との重ね合わせから着手し、ニーズに応じて

段階的に対象となる情報の範囲を拡大していくことなどが考えられる。 

「防災まちづくり情報マップ（仮称）」の作成に際しＧＩＳが活用可能であ

る場合には、各種災害リスク及び都市に関する多種多様な情報を容易に重ね合
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わせ、分析することが可能となるなど都市の課題を抽出するための有効な手段

となる。このため、国において、災害リスク情報の構成要素に係る仕様・規格

など、そのＧＩＳデータとしての作成方法の標準化を進めることが求められる。 

また、「防災まちづくり情報マップ（仮称）」は、常に最新の情報が反映され

た状態にしておくことが重要であることから、適宜更新するとともに、防災ま

ちづくりに係る施策の推進に有効なものとなっているかどうか等の観点から

定期的に評価し、必要に応じて内容の充実や機能の向上を図っていくことが求

められる。 

さらに、「防災まちづくり情報マップ（仮称）」を活用してさまざまな施策の

効果を検証し、今後の施策の充実にフィードバックさせることも有効である。 

 

（災害リスク情報の効果的な周知） 

「防災まちづくり情報マップ（仮称）」を一般に公開する場合には、災害リ

スクを有する地域に無用な不安や混乱を与えることのないよう、作成の前提条

件や情報の解釈の仕方等について利用者にとって分かりやすい説明を付して

提示することが必要である。さらに、災害リスク情報とともに、その回避や低

減に資する対応策等をあわせて提示するなどの工夫が求められる。 

また、様々な防災活動や災害に強い家づくりをはじめとする自助及び共助の

取組みを促進する観点から災害リスク情報を地域住民に幅広く周知するため

には、日常生活の中でハザードマップや「防災まちづくり情報マップ（仮称）」

等の災害リスク情報を身近に目にする機会を設ける工夫が重要である。具体的

には、災害リスク情報を作成・更新した際の全戸配布や、転居に伴う転入届の

手続き時に地域で暮らす必須情報としての提供、地方公共団体のホームページ

での開示に加え、通勤通学路沿いの電柱や構造物の壁面等、日常生活で目にす

る場所に洪水痕跡や想定される浸水深を掲示することや、過去の浸水被害の有

無等について中古住宅の不動産取引時に広く利用される告知書（付帯設備及び

物件状況確認書）を活用するなど様々な機会を捉えてリスク情報を周知するこ

とが効果的である。 
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第３章 震災・水害等に強いまちづくり施策の展開 

１．震災対策 

（１）現状と課題 

これまでの震災対策は、都市計画道路や都市公園等の整備による避難地や避

難路の整備、市街地再開発事業や土地区画整理事業等の面整備事業、避難路沿

道の建物の不燃化、更には避難路に敷設された下水道管等の都市施設や建物の

耐震化等を行い、市街地における防災性の向上に取組んできた。また、市街地

における火災の危険を防除するための防火・準防火地域の指定も震災対策に寄

与してきた。 

 

（都市防火区画） 

昭和 50年代より市街地大火対策として整備を推進してきた都市防火区画形成

のための避難地や避難路、延焼遮断帯については、街路事業による避難路の整

備や都市公園事業による避難地等の整備等が実施され、現在までにそれぞれの

施設の整備は一定程度まで進捗している。 

しかしながら、これまでの都市計画道路等の施設は、個別の事業毎に防災に

寄与する効果を踏まえつつ整備されてきたものであり、都市防火区画を形成す

る延焼遮断帯等の全体のネットワークとしての把握や延焼危険度や建物密度等

の地区特性に応じた整備については十分なされてきていないのが実態である。

今後、都市防火区画については地区特性等に応じ、優先度の高い地区から重点

的にその整備を推進していくことが求められる。また、厳しい財政状況を踏ま

え、既存の公共施設の有効活用を進めることで都市防火区画の形成の促進を図

る必要がある。 

 

（骨格となる道路等） 

緊急輸送道路や一次避難路といった骨格となる道路については、その沿道建

物の倒壊により、物資の輸送や避難への支障が生じる危険性についても指摘さ

れており、こうした観点に対応した取組みが求められている。 

 

（密集市街地） 

密集市街地は、地震時における大規模な火災の可能性や避難・消防活動の困

難さ等が指摘されている。平成 13 年 12 月に決定された都市再生プロジェクト

において、密集市街地のうち特に大火の可能性の高い危険な市街地（重点密集

市街地）約 8,000ha について平成 23年度までに最低限の安全性を確保すること

とされ、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の改正や、各

種支援制度の拡充に取組んでいる。しかしながら、その進捗は平成 21年度末時
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点で約 38％であり、平成 23年度までの目標達成は厳しい見通しである。このた

め、現行の支援制度等の積極的な活用により更に取組みを推進するとともに、

重点密集市街地に係る進捗状況等を点検し、建物倒壊に伴う閉塞危険性も含め

た安全性の確保のための課題の検証と対応策について検討することが必要であ

る。 

 

（歴史的な景観を有する市街地等） 

歴史的な景観を有する市街地等は、耐火・防火機能を有しない木造建築物が

連坦した形態であることが多い。そのため、都市防火区画の形成とともに市街

地内部の大火への対策が一層求められるが、歴史的な景観等の保全と木造建築

物の不燃化の両立が難しいため、十分な進捗を見ていない状況である。このよ

うな特性を有する市街地における震災対策をどのように進めるべきかについて

検討し、着実に対策を推進していくことが必要である。 

 

（大規模盛土造成地） 

 阪神・淡路大震災、新潟県中越地震による震災等において大規模な盛土造成

地での滑動崩落とよばれる宅地被害が多発したことを受け、平成 18年に宅地造

成等規制法が改正され、大規模盛土造成宅地に係る耐震性を確保するための基

準が策定された。さらに、大規模な盛土造成地を抽出する調査、滑動崩落の対

策工事を実施すべき箇所を特定する調査など宅地耐震化推進に関する様々な支

援が実施されている。しかしながら、大規模盛土造成地の位置と規模等を示す

宅地ハザードマップを公表している地方公共団体は、平成 21 年度末時点で約

５％にとどまっている。 

地方公共団体においては、調査における技術的な手法とあわせ、調査や対策

工事を実施する場合における住民等の合意形成の進め方に課題を抱えているこ

とから、国において、必要な支援策を講じることにより、大規模な盛土造成地

における震災対策の取組みを一層推進する必要がある。 

 

（２）推進すべき施策 

まちづくりにおける震災対策としては、強い振動に伴う地盤や構造物の崩壊

や損傷の防止、地震に起因する市街地大火からの人命・財産の安全確保の観点

から、それぞれ骨格となる施設等により安全な都市空間を確保する対策、市街

地の整備・改善等により防災性を向上させる対策などがあり、これらを引き続

き推進する必要がある。推進に当たっては、地域の課題を可視化し、その実情

に応じた優先度を踏まえつつ、震災対策を効率的かつ効果的に推進していくこ

とが求められるが、｢防災まちづくり情報マップ（仮称）｣を活用した対策の検
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討が有効であると考えられる。 

①骨格となる施設等により安全な都市空間を確保する対策 

（都市防火区画の整備） 

都市防火区画の的確な整備推進を図るためには、延焼危険度等の地区特性を

把握しながら都市の安全性の将来像を描き、都市計画道路や都市公園等の避難

地、避難路、延焼遮断帯の整備に優先度をつけて取組んでいくことが重要であ

る。また、主要な生活道路等も延焼拡大の遅延効果等が見込まれることから、

あわせて整備することが望ましい。下水処理場の防災拠点化等、既存のストッ

クの有効活用も重要である。 

こうしたことから、整備目標や整備計画を策定する際には、「防災まちづく

り情報マップ（仮称）」を活用し、総合的な観点から施設整備を推進すること

が有効である。また、都市防火区画を形成する延焼遮断帯等のネットワークと

しての整備状況を管理することも、取組みを計画的に推進する上で重要である。 

これらの施策が展開されるよう、国において、延焼危険度や建物密度等の地

区特性に応じた施設整備のあり方等について検討し、地方公共団体が策定する

「防災都市づくり計画」にこれらの新たな方針が盛り込まれるよう指針等を整

備することが必要である。 

 

（骨格となる道路等の整備） 

緊急輸送道路や一次避難路の沿道建物の倒壊による道路閉塞、地下に埋設さ

れた下水道管等の浮き上がり及び路面沈下の危険性については、避難者の人命

に関わる場合や震災後の計画的な復旧・復興の妨げとなる場合など、甚大な被

害をもたらすおそれがあることから、沿道建物等の倒壊を防止するための対策

や下水道管の耐震化等の計画的な対策の推進が重要である。特に下水道に被害

が発生すると、公衆衛生の問題が生じるなど、都市活動を維持することが困難

となることからも下水道の耐震化が求められる。 

これらの対策を推進するためには、「防災都市づくり計画」に沿道建物等の

耐震対策を盛り込むとともに、地域と行政が道路閉塞の危険性について情報を

共有することが重要である。そのため、地方公共団体が策定する「防災都市づ

くり計画」にこれらの対策が盛り込まれるよう、国は指針等を整備することが

必要である。 

  

②市街地の整備・改善等により防災性を向上させる対策 

（密集市街地対策） 

これまでの重点密集市街地対策としての取組みは、主に延焼危険性の観点 

から整備目標を設定してきたが、地区内の建物倒壊により避難が困難になるこ
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とによる危険性も指摘されている。そこで、延焼危険性とあわせ、細街路の系

統・連続性、幅員及び沿道建物の倒壊確率等に基づく地区内閉塞の危険性の情

報も踏まえて、密集市街地対策の重点的推進を図っていく必要がある。その推

進に当たっては、「防災まちづくり情報マップ（仮称）」を作成し、検討するこ

とが有効である。 

尐子高齢化や人口減尐といった都市をめぐる情勢の変化に対応し、今後、増

加することが見込まれる空き地・空き家を地域の再編、再構築のために活用し、

都市の安全性の向上を図ることも有効である。例えば、敷地が細分化され倒壊

や焼失の危険性が高い老朽化した建物が密集した地域においては、空き家とな

っている建物の除却等により暫定的な防災空地を確保しておき、一定の空き地

が確保できた段階でそれを種地とした面的な整備による敷地の再編や道路等

の基盤を整備するなどの手法が考えられる。 

これらの密集市街地対策について、「防災都市づくり計画」に盛り込まれる

よう、国は指針等を整備する必要がある。 

 

（歴史的な景観を有する市街地等の対策） 

歴史的な景観を有する市街地等においては、一般的な密集市街地の整備手法

である建替えや道路拡幅等の対策ではこれまでに培われてきた景観やコミュ

ニティ、文化的環境等を損なうおそれがあるため、景観等地域の特性を考慮し

た独自の目標設定による対策を推進していく必要がある。 

例えば、街道に面した景観上保全すべき建物は建て替えずに、現状の景観を

維持したままでの耐震化や防火対策の推進に加え自主防災組織など地域力に

よる防火活動の強化を図りつつ、歴史的な景観等を損なわない範囲で周辺の建

物の不燃化を目指すなど、多様な対策を織り交ぜ、地区全体の安全性を向上さ

せる方策も考えられ、これらを当面の目標として推進することが望ましい場合

もある。 

  

（大規模盛土造成地対策） 

大規模な盛土造成地については、現在、地方公共団体が大規模盛土造成地に

係る調査を実施する際に活用しているガイドラインを国において更に充実さ

せることにより、滑動崩落の対策工事を実施すべき箇所を特定するための調査

等を推進することが重要である。また、宅地に係る地震災害は、家屋に直接的

な被害がない場合であってもライフラインの途絶や道路面の段差の発生等に

よる日常生活の支障が広い範囲で生じ得ることを踏まえ、宅地ハザードマップ

の公表等の促進により広く住民の防災意識の向上を図るとともに、合意形成の

ための指針等の整備により宅地耐震化推進事業の実施における住民等の円滑
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な合意形成を支援することが必要である。 

 

（活断層対策等） 

活断層に係るリスクについては情報の不確実性が含まれていることが既往

の調査研究等から明らかになっているが、科学的根拠に基づき判明した活断層

も存在する。このような活断層により地盤が変位する可能性が高い地域や液状

化により大きく地盤の状態が変わる可能性の高い地域においては、その直上付

近では建物の構造や配置に配慮する、防災上重要な施設の立地を避けるといっ

た被害を回避・軽減する対策が考えられる。 

 

③ 震災に係る災害リスク情報の活用 

震災対策の効果的な推進に当たっては、「防災まちづくり情報マップ（仮称）」

の作成・活用により、都市の将来像を踏まえつつ、市街地の特性に応じた様々

な分析を行った上で取組んでいくことが有効であり、そのため震災に係る災害

リスク情報の効率的な整備・充実を図っていく必要がある。 

具体的には、地域防災計画における被害想定の算出に用いられる延焼危険度

に関する情報や消防部局が把握している消防活動困難区域に関する情報等既

存データを有効に活用するなどの工夫が求められる。 

また、地盤の揺れや液状化等に関する災害リスク情報として、地方公共団体

において揺れやすさマップ、液状化マップ、宅地ハザードマップ等が整備され

つつあるが、その一層の推進が求められる。 

 

２．水害対策 

（１）現状と課題   

これまで水害対策は、都市の浸水対策として河川や下水道の整備、津波や高

潮に対して防波堤や防潮堤の整備等を行うとともに、ハザードマップの作成等

による警戒避難体制の整備等に取組んできた。 

また、市街化が進展した流域と一体となった総合的な水害対策として、総合

治水対策特定河川事業が実施されるとともに、特定都市河川浸水被害対策法に

基づき指定された４河川および流域において河川管理者、下水道管理者及び地

方公共団体が一体となった浸水被害対策が実施されている。 

 

（都市の浸水対策） 

都市の浸水対策の進捗について見ると、大河川においては 30～40年に一度程

度、中小河川において５～10 年に一度程度発生する規模の降雨により、洪水の

氾濫防御が必要な県庁所在地等の中枢・拠点機能が存在する地域で、床上浸水
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被害を受ける可能性のある戸数が約 420万戸（平成 21年度）となっている。ま

た、下水道整備による都市浸水対策を実施する区域において、概ね５年に一度

程度発生する降雨に対して安全度が確保された区域の割合は約 50％（平成 20年

度）であり、特に商業・業務集積地区等の重点地区で概ね 10年に一度程度発生

する降雨に対して安全度が確保された区域の割合は約 24％（平成 20年度）とな

っており、引き続き、河川や下水道の整備が求められている。 

近年、都市において局地的な大雨や集中豪雨による被害が多発しており、今

後、気候変動に伴う降雨強度の増加等により、都市における浸水による災害リ

スクが更に高まる可能性がある。国、地方の財政状況も厳しさを増す中、河川

や下水道によるハード整備だけでは都市の安全性を確保することが困難となる

場合も予想されるため、これとあわせてソフト対策を組み合わせた総合的な対

策を推進する必要がある。 

 

（ハザードマップの整備） 

洪水ハザードマップ及び内水ハザードマップの整備状況をみると、洪水ハザ

ードマップは 1,109 市町村(平成 22 年３月現在）で公表され、ある程度整備が

進んできているのに対し、内水ハザードマップは 123市町村（平成 22年３月現

在）での公表であり、さらなる整備の推進が望まれる。 

洪水ハザードマップ、内水ハザードマップ等の情報は、多くの場合、単一の

規模の外力(雨の降り方や強さ)のもとで算定された浸水範囲及び浸水深に関す

る情報をもとに避難に関する情報(避難場所、避難時危険箇所等)を付加して作

成されており、住民の避難対策を主目的としている。 

水害リスク情報を建物の耐水化、土地の使い方の工夫などまちづくりにおけ

る水害対策の実施や防災面からみた都市の将来像の検討に活用するには、講じ

る施策の種類に応じた情報をもとに分析が必要となり得ることから、必要に応

じて単一の規模の外力だけでなく複数の規模の外力に基づく浸水範囲及び浸水

深等に係るより詳細な情報等をまちづくりの観点からより使いやすい形式や内

容で提供するとともに、これを活用していくことが望まれる。 

 

（２）推進すべき施策  

まちづくりにおける水害対策は、市街地における浸水を防止する対策、市街

地における浸水から生命・財産の安全を確保する対策に大別され、それぞれの

対策に応じて以下に示す推進すべき施策があり、その検討に当たっては「防災

まちづくり情報マップ（仮称）」の活用が有効である。 

まちづくりにおける水害対策を進める上では、現行の各種ハザードマップ等

の浸水に係る災害リスク情報の活用に努めるとともに、それらについて、まち
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づくりの観点から更に利用しやすいような形式や内容での提供を行い、これを

活用していくことが望ましい。 

 

①市街地における浸水を防止する対策 

市街地における浸水を防止する対策としては、河川の流下能力や下水道によ

る雨水排除能力等の向上が引き続き重要であるが、これに加え、市街地から河

川や下水道への雨水の流出量の抑制を図るための保水・遊水機能の向上が求め

られており、まちづくりにおいてもそのための施策展開が必要である。具体的

には、次のような施策を講じることが考えられる。なお、保水・遊水機能の向

上に係る施策は、一般に大雨時に被害を受ける下流域での対策のみならず、上

流域においても推進することが効果的である。 

 

（市街地における貯留浸透機能の向上） 

河川や下水道への雨水流出量を抑制する手法の一つとして、市街地における

雨水の貯留浸透機能の維持・向上がある。雨水貯留浸透対策に関する現行の制

度的な取組みとしては、都市計画法に基づく開発許可制度における一定規模以

上の開発行為に係る放流先の排水能力に応じた調整池等の雨水調整施設の設

置、総合治水対策対象河川及び特定都市河川流域における地方公共団体等によ

る防災調整池の整備等がある。 

雨水貯留浸透施設の設置に係る支援措置等として、一定規模以上の雨水貯留

浸透施設を設置する際の国や地方公共団体の助成措置や税制上の優遇措置が

あり、更に自主的な設置を促すための普及啓発活動を積極的に行っている地方

公共団体も見受けられる。 

今後も開発許可制度の的確な運用等により雨水貯留浸透施設に係る現行制

度の活用を進めるとともにリスク情報の精度の高まりを踏まえ、地方公共団体

の判断で浸水被害が想定されるエリア内での開発については、原因者負担をよ

り明確化できるような新たな措置を確保することについて検討する必要があ

る。 

また、都市の安全度を高めるためには、住民や企業が着手可能な方策の一つ

として、雨水の貯留浸透対策の意義を幅広く周知し、一層の普及啓発を図る必

要がある。その際、治水上の観点だけではなく貯留した雨水の利活用、地下水

の涵養や健全な水循環などの環境面での効果も有しているといった観点も含

めた取組みの意義の周知、建築確認時等の適切なタイミングを捉えた建築主に

対する雨水貯留浸透施設の設置の働きかけを行うなどの対応が効果的である。

なお、現行の雨水貯留浸透施設の設置に係る助成措置等については、設置者に

とって効果的なインセンティブとして十分認識されていない場合もあること
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から、その一層の充実が求められるとともに、地域や企業による雨水貯留浸透

施設の設置に関する積極的な取組みを優良事例として広く周知すること等に

よる啓発も有用である。 

さらに、従来から行われてきた道路・公園等の公共施設、市役所・学校・公

営住宅等の公的施設での雨水貯留浸透施設の整備を引き続き促進するととも

に、今後、建物の屋上等の緑化を推進することが望まれる。なお、建物が建つ

敷地だけでなく、非建築利用地についても地表面の被覆状況によって雨水の流

出量が変わることから、緑化や透水性舗装等による被覆面の改善により、雨水

の貯留浸透を促す対策が求められる。 

 

（農地等の保水・遊水機能の活用・保全） 

農地等が本来的機能として有する保水・遊水機能の活用・保全が有効であり、

効果的な施策として水田を出水時における一時貯留場所として活用する「田ん

ぼダム」の取組みや農地等における保水・遊水機能を阻害する盛土行為の規制

を行う取組み等がみられる。 

今後、更に取組みを促進するためには、国や地方公共団体の河川部局、都市

部局、農林部局等関係部局間において、都市防災の面からも相応しい土地利用

に係る認識を共有化し、必要に応じて土地改良区等の公共的団体との連携を図

りつつ効果的な土地利用のコントロールを行っていくことが望まれる。 

また、都市公園内の広場・樹林地や残存している都市内の農地の保全を含め

た都市における緑地の保全をあわせて推進していくことが、市街地における保

水機能を維持・向上する上で有効である。 

 

②市街地における浸水から生命・財産の安全を確保する対策 

集中豪雨による被害の頻発傾向や今後想定される気候変動に伴う降雨強度

の増加等を踏まえると、①の市街地における浸水を防止する対策のみでは十分

な安全性を確保することは困難であり、減災の観点から、万一市街地における

浸水が生じた場合であっても、生命・財産の安全性を確保するため次のような

施策を講じることが考えられる。 

 

（建物の耐水化等） 

建物の耐水化に関しては、まず、地方公共団体において災害時の防災拠点と

なる市役所等のほか避難施設、病院、警察署、消防署等の機能を維持するため

の耐水化対策を推進することが重要である。具体的には、敷地のかさ上げ、建

物の高床化、防水機能のある壁で建物への浸水を防ぐ対策のほか、建物内の電

気設備、精密機器等を浸水を受けない高所に配置するなどの対策が考えられる。 
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また、建物の耐水化としては、浸水による危険性が著しく高い区域における

建築基準法第 39 条に規定する災害危険区域の指定による建物の構造等の制限

のほか、建物の高床化等に対する助成措置等により、安全性を向上させる対策

が考えられる。災害危険区域の指定は、私権を制限するものであり、また、過

去に被災実績がない地域においては、浸水リスクに係る情報や分析方法が十分

に確立されていないことが多く、一般に規制が困難である場合が多いことにか

んがみ、「防災まちづくり情報マップ（仮称）」の作成等により、説得力の高い

情報を整備していくことが重要である。 

さらに、「防災まちづくり情報マップ（仮称）」の作成等により得られた知見

をもとに建物の耐水化を促進するための助成措置を講じることや、作成された

「防災まちづくり情報マップ（仮称）」を広く周知し、浸水リスクの認知度を

高めることにより、建物所有者による建物の建替えや増改築を契機とした建物

の構造上の工夫などの自主的な取組みが進むことが期待される。 

なお、空間的な高度利用がなされている中心市街地等においては、地下空間

等浸水しやすい施設の安全性を確保する取組みが重要である。地下空間につい

ては、空間的に連続している場合、他の施設等からの流入によっても浸水する

おそれがあることから、個別の施設や建物単位で地上出入口に止水板を設置す

るなど流入防止対策を実施するだけでなく、連続した地下空間における一体的

な対策が求められる。 

 

（浸水被害を受けやすい地域における宅地等の利用の回避） 

浸水被害を受けやすい地域では、宅地等の利用を避けることが抜本的な対策

となり得るなど、土地の使い方によって脆弱性が変わり、リスクの程度を減尐

させることが可能となることを踏まえ、浸水した場合における生命・財産の安

全の確保の観点から土地の使い方の工夫を検討する必要がある。 

具体的には、区域区分に関する都市計画を変更し、市街化区域への編入を検

討する場合等において、「防災まちづくり情報マップ（仮称）」から得られる浸

水リスクの有無やその程度に関する情報を基礎情報として参照することが考

えられる。 

さらに、「防災まちづくり情報マップ（仮称）」を広く周知し、浸水リスクの

認知度を高めることにより、住宅や企業の立地において相対的に安全性の高い

場所が選好されるなどの自主的な動きが進むことが期待される。 

 

（安全・確実な避難） 

市街地が浸水した場合に生命の安全を確保するための安全・確実な避難が行

えるようにすることも重要である。 



 

20 

 

具体的には、浸水に備えた避難所・避難路経路の選定・周知において、「防

災まちづくり情報マップ（仮称）」の活用により、安全な避難行動を阻害する

浸水リスクを回避することが考えられる。 

なお、大雨災害時の避難のあり方として、内閣府に設置された検討会が取り

まとめた報告書5によると、「急激な降雨や浸水により屋外での歩行等が危険な

状態になった場合は、浸水による建物の倒壊の危険がない場合には、自宅を立

ち退き避難所へ避難することが必ずしも適切な行動ではなく、自宅や隣接建物

の２階等へ緊急的に一時避難し、救助を待つことも選択肢として考えられるべ

きである。」などとされており、降雨状況や避難路の浸水状況等に応じて適切

な避難の時期や方法、避難する場所を選択する必要がある。 

集中豪雨等の際に短時間で急激な浸水深の上昇が予想される窪地や洪水時

に地域全体が浸水する可能性のある海抜ゼロメートル市街地、津波・高潮によ

る浸水の危険性のある沿岸部の市街地等においては、発災前の事前対策として

一時避難を行えるような高台の整備や、地域レベルでの協定等により近隣の高

層建築物への一時避難を行えるような仕組みを検討する必要がある。 

また、円滑な避難行動について日常から事前準備を促進するという観点から

は、災害リスク情報の周知とあわせ、浸水が発生した際に、リスクの程度に応

じてどのような行動をとるべきか等を明示した具体の対応策を提示するなど、

地域住民が迅速かつ適切な行動に移行できるための環境を整えることが重要

である。 

さらに迅速かつ円滑な避難に必要な時間的余裕を確保するため、ＸバンドＭ

Ｐレーダ6の導入拡大による局地的大雨・集中豪雨の実況監視の強化や、住民に

対し降雨情報や水位情報等をリアルタイムで提供する手段の充実を図るなど

の対策を進めていくことが重要である。 

 

③浸水に係る災害リスク情報の活用 

まちづくりにおける水害対策を効果的に推進するためには「防災まちづくり

情報マップ（仮称）」の作成・活用により、都市の将来像を踏まえつつ、水害

の種別や市街地の特性に応じた様々な分析を行った上で、取組んでいくことが

有効である。 

そのためには、まず、災害リスク情報として既に整備されている各種ハザー

ドマップ等の活用に努めるとともに、それだけではまちづくりにおける活用場

面に応じて不足する場合もあり得ることから、まちづくりの観点から更に利用

                                                   
5 「大雨災害における避難のあり方等検討会報告書～『いのちを守る』ための避難に向けて～」（平成 22 年３

月） 

6 Ｘバンドマルチパラメータレーダ。高頻度、高分解能かつ高精度の降雨観測及び３次元の雨や風の分布の観

測が可能なレーダ。局地的大雨・集中大雨の実況監視に有効。 
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しやすいような形式や内容でのハザードマップ作成部局等による情報提供を

進めていくことが考えられる。災害リスク情報の整備、活用、情報提供等に当

たっては、それらに要する経費や時間、技術的課題等を考慮する必要があるこ

とから、関係部局等の間で密接な意思疎通を図っていくことが求められる。 

まちづくりの観点から利用しやすいような形式や内容に係る情報として、水

害対策を例にとれば具体的には以下のような活用場面を想定した具体例が考

えられる。 

 

３．総合的な災害対策の考え方 

 

都市における総合的な災害対策を検討するに当たっては、震災対策、水害対

策以外にも存する様々な災害リスクへの対応方策を検討するとともに、複数の

災害リスクを考慮する場合等についても留意する必要がある。 

 

（土砂災害対策） 

地すべり、土石流、がけ崩れ等の土砂災害は、その原因となる土砂の移動が

強大なエネルギーを持つとともに、突発的に発生することから、人的被害につ

ながりやすく、また家屋等にも壊滅的な被害を与える場合が多い。特に、近年

の林地や傾斜地又はその周辺における都市化の進展など土地利用の変化と相ま

って、土砂災害による犠牲者は、自然災害による犠牲者の中で大きな割合を占

めている。 

・建物の更新サイクル等を踏まえた浸水対策を検討する場合においては、ハザードマップで

想定する単一の規模の外力以外に、建物の更新までに現実に発生し得る複数の規模の外力

による浸水範囲及び浸水深に関する情報。 

・建物の耐水化による浸水対策として、例えば床上浸水に備えた建物の高床化等の必要性を

検討する場合においては、ハザードマップにおいて表示される浸水深の区分とあわせ分析

対象とする街区等に応じた最大浸水深に係る情報。 

・安全・確実な避難に係る発災前の対策として、例えば浸水時に危険性の高い低地や窪地等

における浸水しない避難場所や安全な避難経路等を検討する場合おいては、ハザードマッ

プにおいて表示される浸水深の区分とあわせ街区等に応じた最大浸水深及び出水時におい

て避難するための時間的余裕の有無に関する情報。 

・個々の街区単位での規制誘導方策等に関する詳細な対策を検討する必要がある場合には、

複数の規模の外力による浸水範囲、浸水深等を洪水・内水について同時に解析可能なモデ

ルの開発・活用。 
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土砂災害に関しては、従来から実施されてきた土砂災害ハザードマップの作

成、急傾斜地等の整備や土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定に

よる警戒避難体制の整備、建築・開発規制等の土砂災害防止対策の推進を図る

ことが必要である。 

また、災害時要援護者関連施設の中には土砂災害のおそれのある区域に立地

しているものが相当数存在し、実際に土砂災害の被害を受ける例も見受けられ

ることから、土砂災害のおそれのある地域のうちそれらの施設の立地が今後見

込まれる箇所における土砂災害特別警戒区域等の早期指定や新規設置を計画す

る者に対する土砂災害に係る災害リスク情報の提供を行うなど、土砂災害に対

する安全の確保に努める必要がある。 

 

（雪害対策） 

冬季には、日本列島は一般的に西高東低の気圧配置となり、シベリア方面か

ら冷たい季節風が吹き、日本海には南からの暖流があるという国土条件から、

特に日本海側で多量の降雪・積雪がもたらされる。そのため、屋根の雪下ろし

中の転落、降積雪による都市機能の阻害、交通の障害といった雪害が毎年発生

している。過去 10 年間（平成 12～21 年）についてみると、雪害による犠牲者

は 439 人にものぼり、風水害（598 人）に続く第二の自然災害となっている。 

雪害対策に関しては、降積雪時における都市機能の維持を図る観点から下水

処理水の消融雪用水への活用や雨水の排水路を利用した流雪水路等の整備等に

よる積雪対策、積雪・堆雪に配慮した都市内の道路整備、歩行空間と道路交通

の確保のための除雪、冬季の地震災害時に避難所等として活用可能な屋内活動

施設を備えた都市公園整備等に取組んでいくことが必要である。 

また、近年は高齢者を中心に屋根の雪下ろしの作業中の事故が多発しており、

今後、雪害による犠牲者を減らすためのハード整備とあわせ、高齢者が無理す

ることなく除雪できる体制の整備促進を図る必要がある。 

 

（複数の災害リスクを考慮する場合等総合的な施策展開に当たっての留意点） 

大規模地震発災後の復旧・復興対策には一定期間を要することとなるが、そ

の間に水害が発生する可能性もあるなど複数の災害リスクを考慮することが必

要な場合があることに留意する必要がある。さらに、ある災害への対策を講じ

る際に他方の災害に係る対策実施の観点からみた整合性の確保について留意す

ることが必要である。例えば、水害対策として市街地における雨水浸透施設の

整備を検討する場合、雨水の浸透が地下水位を上昇させるおそれがあるため、

大規模盛土造成地等においては震災対策の面からは悪影響を及ぼす場合がある。 

このように、複数の災害リスクを視野に入れた対策を検討する場合には、「防
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災まちづくり情報マップ（仮称）」を作成・分析することにより、事前の検証を

行うことが可能となると考えられる。 

また、まちづくりにおける総合的な災害対策を検討する際には、都市レベル

の施策と地区レベルの施策との整合性、中長期的観点から実施すべき施策と短

期的観点から講じるべき施策との整合性にそれぞれ留意することが必要である。

このため、「防災都市づくり計画」を策定する際に、「防災まちづくり情報マッ

プ（仮称）」を活用することにより、各施策間での整合性を検証していくなどの

方法が効果的である。 

安全で安心して暮らせるためのさまざまな施策を検討するに当たっては、地

域の特性に応じて複数の施策メニューが存する場合があるため、災害リスク情

報やその前提となる条件、施策実施による効果等をわかりやすく提示すること

により、地域の合意形成を支援し、地域の実情に即した施策を選択することが

必要である。 

さらに、「防災まちづくり情報マップ（仮称）」を活用して災害時における必

要な機能やそのあり方について幅広く検討することが必要である。また、災害

の発生頻度を考慮すると、防災拠点等が平常時においても有効に利活用される

ような工夫のほか、平常時に利用される公的施設や民間施設について必要に応

じて防災面での機能を付加することを関係者間で事前に検討し合意しておくこ

となどが有用である。 

なお、震災、水害等に係る各種対策を検討するに当たっては、災害時要援護

者等にとって避難行動等における支障を極力生じさせないよう人命に関わる重

要な対策として避難施設のバリアフリー化はもとより、避難路のバリアフリー

化を進める必要がある。さらに、地形条件等で対応が困難な場合は、企業や住

民等の地域による共助の力も活用しながら安全を確保していく視点も重要であ

る。  
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第４章 市街地復興に関する事前準備 

（１）現状と課題 

密集市街地など防災上危険性を有する市街地が被災し、被害が集中した場合

には、迅速な市街地復興が必要である。しかしながら、被災した都市において

救援活動や復旧活動を実施している中で市街地復興の検討を十分に行うことは

困難であり、阪神・淡路大震災の教訓等からも日常的な防災の取組み等の事前

対策に加え、被災後を想定した市街地復興について事前準備を行っておくこと

が、復興を速やかに実施するために有効であると考えられる。 

災害の発生時期やその被害規模等については予測が難しいものであるが、で

きる限り混乱を小さくし円滑な復興を図るために、万一災害が発生した場合を

想定して、体制づくり、対応の段取りや役割分担、復興の方向性等について事

前に検討しておくことが有効であると考えられ、地方公共団体相互や、まちづ

くりのノウハウを有する団体との連携等も念頭におきながら、取組みを推進す

ることが今後の課題である。 

 

（２）推進すべき施策 

（市街地復興に関する準備計画の策定） 

大規模震災の発生後に速やかに地域の復興方針を示すためには、市街地復興

のための体制の整備、被害把握、復興計画の策定、合意形成などに係る基本的

考え方や手順を事前に検討しておくことが重要である。 

また、被災地の市街地復興は行政のみによって行えるものではなく、地域住

民の市街地復興への理解と自立的な復興への取組みが大きな部分を占める。こ

のため、平常時から住民の意識の醸成や協議の場づくりといった取組み等を実

施することにより、住民のまちづくりに対する理解と機運を高めておくことは、

被災後における地域の復興を円滑に進めていく上でも効果的である。 

復興の重要性と困難性について住民の理解が事前に深まることにより、発災

前の平常時から地区の課題解決に向けて取組もうとする機運が高まり、ひいて

は、防災性向上に資する各種事前対策の計画的推進へと結びついていくことが

期待される。 

こうしたことから、地方公共団体により市街地復興に関する準備計画の策定

を進めることが有効である。国は、これを支援するため、事前準備の考え方、

標準的な復興のプロセスとスケジュール、市街地復興のための行動手順、取組

み事例等を整理した市街地復興に関する準備計画の策定のためのガイドライン

を作成する必要がある。 
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第５章 地域力による安全性の向上 

（１）現状と課題 

安全で安心して暮らせるまちづくりを的確に進めていくためには、行政によ

る公共施設整備等の取組みとあわせ、企業や住民等地域における自助・共助の

取組みが不可欠である。 

このような地域力による安全性の向上の取組みとしては、防犯活動、交通安

全活動の活発化や商業地区内の事業者が連携した地域の防災対策等自主的な安

全・安心活動が広がりつつある。一方で、人口減尐・高齢化等社会状況の変化

による地域の自主的な防災活動の担い手不足等により、地域における災害対応

力の低下が懸念されている。 

また、全国的に展開されている地域における自主的な安全・安心活動は、現

状では防犯パトロール等のソフト施策が中心であるが、地域において点検し抽

出したきめ細かな課題を行政と共に情報共有することを通じて、自主的な活動

をまちづくりに融合させ、地域と行政とが連携して都市空間の改善につなげて

いくことが、更なる安全・安心の向上には有効である。 

最近の地域の活動においては、災害時の避難行動、防犯、交通安全、バリア

フリーなどの観点からまち歩きにより地域を総合的に点検して地区のヒヤリハ

ットマップを自主的に作成している例や、地区計画の策定の際に避難安全性、

景観、防犯の観点から垣・柵の構造を規定している例など、分野横断的な取組

みがなされている地区も尐なくない。一方で、行政の各分野の担当が、リスク

に係る情報提供や活動支援等についてリスク種別ごとに対応しているために、

行政から提供される情報がわかりにくい、行政側の地域全体の課題認識が不十

分で地域からのまちづくりに関する提案を十分に受け止められていないといっ

た指摘がある。 

 

（２）推進すべき施策 

地域の課題や地域と行政の連携方法等は様々であるが、上記のような、災害

対応力の維持・強化、きめ細かなリスク情報の共有と都市空間の改善に資する

活動への展開、地域の分野横断的活動に対応した行政の体制づくりなどは全国

共通の課題であることから、国は参考となる全国各地の取組みの事例や対応方

策のアイデア等を収集、整理し、発信することで、地域主体の取組みを促進す

ることが求められる。 

リスク情報の共有等を通じ、地域における自助・共助による安全性の向上に

関する取組みが進むことにより、参画する住民相互のコミュニケーションが活

性化するとともに、それを契機とした幅広いまちづくり活動が展開され、さら

には地域の活性化が図られることが期待される。 
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①災害対応力の維持・強化のための人材確保に向けた工夫 

地域における自主的な安全・安心活動の担い手不足や担い手の高齢化が課題

となっている地区が多い一方で、ＰＴＡなどの比較的若い年齢層で構成された

組織と連携して活動することで、参加者の年齢階層の幅を広げ活動の活性化に

成功している地区も存在する。今後は、自治会等の従来型の地域コミュニティ

だけでなく、まちづくりＮＰＯや活動意欲の高い退職者などが参加しやすい環

境を整え、世代間交流を図りつつ対応の実効性を高める工夫がこれまで以上に

求められる。 

また、中心市街地や鉄道駅周辺など、様々な都市機能が集積し都市活動が活

発に行われている地区では、常住人口に比して就業者や来街者が多く、地域住

民や地方公共団体のみでは対応が困難な場合も多い。こうした中、近年は企業

が連携して災害時の被害軽減策や都市活動の維持を目的とした対策を検討す

る動きも見られるなど、地域を支える新たな取組みが広がりつつある。企業も

地域の構成員であり、企業活動が行われる空間のまちづくりであることを踏ま

え、企業やその連合組織も危機意識と対応策を行政や住民等と連携しつつ持つ

ことが必要である。 

 

②きめ細かなリスク情報の共有と都市空間の改善に資する活動への展開 

ハザードマップや「防災まちづくり情報マップ（仮称）」等の整備は行政が

行うべき役割であるが、きめ細かな地域の課題の把握まで行うことは困難であ

る。地域の人々がまち歩き等により避難上の課題や防犯の観点から危険性を有

する街路の存在、交通事故の多い交差点、移動等円滑化のため解消すべきバリ

ア、浸水頻発箇所等の安全・安心の点検を行うことで、地域の課題をきめ細か

く把握し、コミュニティカルテ等として、これをとりまとめ、発信することが

可能となる。 

また、行政に対して地域のリスク情報を提供することで、地域主体の取組み

が、防災、防犯、交通安全などのリスク種別を問わず都市の安全・安心を向上

させる上で有用な情報となり、「防災まちづくり情報マップ（仮称）」に防犯や

交通安全などの情報を加えることで、地域と行政が共有する情報の充実に貢献

することが可能となる。 

さらに、共有された課題の解決に向けて、住民相互の協力による防犯パトロ

ール等のソフト施策に加え、地域と行政との適切な連携と役割分担により、地

域特性に合わせた具体的な都市空間の改善へとつなげることが重要である。具

体的には、行き止まり細街路の通り抜け化や拡幅、ブロック塀の生垣への変更、

交差点の見通しの改良、地区内を通行する自動車の速度低下を促すハンプの設

置、歩道の段差改善、身近な公園における災害応急対策施設の充実、雨水貯留
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浸透施設の設置などが考えられる。 

また、公共施設整備等の取組みとあわせ、多数の人が来訪する民間の施設に

ついても、災害に備え、一時滞在施設等として提供できる空間や緊急電源の確

保等、地域の安全性を向上させるための施設整備における配慮がなされるよう、

共助の取組みを誘導することが重要である。 

あわせて地域の様々な取組みを通じて把握される地域のリスク情報を適宜

「防災まちづくり情報マップ（仮称）」等の見直しに反映させることにより、

その的確な更新に寄与することが期待される。 

 

③地域の様々な活動に対応した行政の体制づくり等の環境整備 

行政から地域へのリスク情報の提供に当たっては、「防災まちづくり情報マ

ップ(仮称）」を活用することなどにより情報を集約してわかりやすく提供する

とともに、地域の活動をコーディネートする人材等の育成やまちづくり協議会

や自治会等への財政的支援、地域の課題認識やまちづくり提案を行政が受け止

める仕組み等の地域力が発揮しやすい環境整備が必要である。 

また、都市計画マスタープラン等都市の将来像を描く際に、地域と行政の連

携の下で都市レベルの将来像と整合の取れた地区レベルのまちづくり構想を

策定し、構想実現のための進行管理を地域と行政が適切な役割分担のもと協働

で行う等の連携体制を構築することも有効である。 

なお、災害発生時に災害時要援護者等を含む地域住民の安否の確認や情報伝

達、避難の誘導等を円滑に実施するため、その個人情報を関係者間で円滑に共

有できるよう、地方公共団体において個人情報保護条例の解釈・運用について

検討を進めておく必要がある7。 

  

                                                   
7 内閣府に設置された災害時要援護者の避難対策に関する検討会が平成 17 年 3 月に策定（平成 18 年 3 月

改訂）した「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」において、災害時要援護者の避難支援体制の整備

等を進めていくためには、平常時からの要援護者情報の収集・共有が不可欠であるとし、その方法として、

個人情報保護条例において保有個人情報の目的外利用・第三者提供が可能とされている規定を活用する方

式などを例示している。 
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第６章 おわりに 

（安全で安心して暮らせるまちづくりの展開に向けて） 

今後は、本報告を契機として、関係各主体の連携のもと安全で安心して暮ら

せるまちづくりに向けた様々な取組みが各地で展開されていくことが期待され

る。 

国に対しては、本報告を踏まえ、地方公共団体等のニーズを把握しつつ、普

及啓発や助言、提案を行い、必要に応じて制度の整備を図ること等により、「安

全で安心して暮らせるまちづくり」が全国各地で展開されるよう環境整備を進

めることを期待する。 

また、地方公共団体をはじめ地域、企業・住民等関係各主体に対しても、安

全で安心して暮らせるまちづくりに関する情報を共有し、都市の安全性を高め

るための対策について自助、共助、公助の観点から議論を深めつつ、可能な部

分から順次着手していくことを期待する。 

 

（引き続き検討が必要と考えられる事項） 

本報告で示した推進方策についての考え方に関連し、引き続き検討が必要と

考えられる事項として以下のものが挙げられる。 

・安全で安心して暮らせるまちづくりを進める上で都市における課題は多様

なものがあり、本報告では主として地震、水害等の自然災害への対応方策

を中心にとりまとめた。今後、高齢化のさらなる進展、単身世帯の増加等

世帯構造の変化、地域コミュニティのつながりの希薄化等を踏まえると、

日常生活に密接に関連する防犯、バリアフリー、交通安全等に関する幅広

い検討を進めていく必要がある。 

・「防災まちづくり情報マップ（仮称）」の作成・活用に当たっては、地方公

共団体内部の部局横断的な連携が必要であるとともに、単にデータやシス

テムを使いこなすだけではなく、都市における課題と結びつけて分析でき

るような人材が必要である。国においては指針等の整備とあわせ、学識経

験者等の専門家とも連携しながらそのような人材を育成していくことにも

注力していく必要がある。 

・安全で安心して暮らせるまちづくりを推進する手法としては、行政による

事業実施、法令による規制、補助・税制・保険等の経済的手法の活用、情

報提供による自助・共助の促進等の様々な可能性がある。これら手法は単

独で用いるだけでなく、組み合わせることによって効果を高める可能性が

あるとともに、企業・住民による自主的な取組みを促進するためには、補

助・税制等によるインセンティブによって誘導することが有効であると考

えられる。そのため、「防災まちづくり情報マップ（仮称）」を活用しつつ



 

29 

 

国内外における具体的事例も含めた検討を進め、現行の土地利用状況等の

地域特性に応じた都市構造の誘導のための推進方策を整理し、制度設計に

結び付けていくことが必要である。 

・ターミナル駅周辺に代表されるような高密で多様な用途を有する各種施設

が集積した高度利用市街地における発災時の円滑な避難や集合体としての

安全性等、防災面からみた知見がまだ確立されていないリスクについての

検討が必要である。 

 



 

 

 

 

社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会都市計画部会 

安全・安心まちづくり小委員会における審議経過 

 

 

我が国は自然的条件から災害が発生しやすい国土となっており、近年、巨大

地震等の発生の懸念に加え、集中豪雨の頻発傾向や気候変動に伴う降雨強度の

増加など都市の災害リスクの高まりが懸念されている。人口・資産が集積した

都市においてひとたび大規模な災害が発生した場合、甚大な被害が想定される。    

財政状況も厳しさを増す中、公共施設の整備、維持管理及び更新を効率的・

効果的に行いつつ、都市の脆弱性を低減させるようなハード・ソフト両面にわ

たる多様な手法を講じて、総合的な観点から安全で安心して暮らせるまちづく

りの実現に向けた取組みを進めることがますます重要になってきている。 

こうしたことから、「安全で安心して暮らせるまちづくりの推進方策」につい

て専門的な検討を行うため、平成 20年 9 月に社会資本整備審議会都市計画・歴

史的風土分科会都市計画部会に安全・安心まちづくり小委員会が設置され、以

降、平成 22年 12 月まで９回にわたる審議を経て報告書がとりまとめられた。 

 

 

これまでの小委員会の審議経過 

 

・平成２０年 ９月２５日 （第１回） 都市・地域における安全・安心まちづくりに関する 

取組み概要と課題 

・平成２０年１０月３０日 （第２回） 委員からの発表（中林専門委員、虫明委員） 

・平成２０年１２月１１日 （第３回） 委員・ゲストスピーカーからの発表（室﨑専門委員、 

村山山形大学准教授、国土交通政策研究所） 

・平成２１年 １月２８日 （第４回） ゲストスピーカーからの発表（新潟市、江戸川区、 

東京駅周辺防災隣組） 

小委員会報告（中間とりまとめ）に向けた討議 

・平成２１年 ３月２７日 （第５回） 委員からの発表（目黒委員） 

小委員会報告（中間とりまとめ）に向けた討議 

・平成２１年 ５月２９日 （第６回） 小委員会報告（中間とりまとめ）に向けた討議 

・平成２２年 ７月１３日 （第７回） 安全・安心まちづくりに関する取組みについて 

・平成２２月１１月 ５日 （第８回） 小委員会報告（骨子）（案）について 

・平成２２年１２月１６日 （第９回） 小委員会報告書（案）について  

 

  



 

 

 

 

 

社会資本整備審議会 都市計画・歴史的風土分科会 都市計画部会 

安全・安心まちづくり小委員会委員名簿 
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